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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2025年10月１日付で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第19号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、同報告書の記載事項のうち、当該事象の連結損益に与える

影響額が確定しましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するも

のです。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

(3）当該事象の連結損益に与える影響額

　　（訂正前）

　かかる連結除外において、金融事業で計上された累積その他の包括利益の連結除外時の残高を非継続事業からの純

損益に振り替える処理により、当社は2025年度において約１兆4,000億円の損失（本臨時報告書提出日時点の概算

値）を非継続事業からの純損益に計上する見込みです。なお、当該会計処理は、当社の連結財政状態計算書の資本の

部における内訳項目の振替であり、資本合計及びキャッシュ・フローへの影響はなく、継続事業の損益への影響もあ

りません。

 

　　（訂正後）

　かかる連結除外において、金融事業で計上された累積その他の包括利益の連結除外時の残高を非継続事業からの純

損益に振り替える処理により、当社は2025年度において約１兆3,800億円の損失を非継続事業からの純損益に計上す

る見込みです。なお、当該会計処理は、当社の連結財政状態計算書の資本の部における内訳項目の振替であり、資本

合計及びキャッシュ・フローへの影響はなく、継続事業の損益への影響もありません。

 

以　上
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